商品売買基本契約書
売主（以下「甲」という。）と買主（以下「乙」という。）とは、甲乙間の商品の継続的売買取引に関し、以下のとおり基本契約を締結する。
第1条（目的）
1. 本契約は、甲が乙に対して商品を継続的に売り渡し、乙がこれを買い受ける取引に関する基本的事項を定めることを目的とする。
第2条（個別契約）
1. 個々の取引は、乙が甲に対し発注書を交付し、甲がこれを承諾したときに成立する。
2. 個別契約の内容が本契約と異なるときは、個別契約の定めが優先する。
第3条（納品）
1. 甲は、個別契約に定める期日・場所において商品を乙に引き渡す。
2. 商品の所有権は、甲が乙に代金完済時点で乙に移転する。
第4条（検収）
1. 乙は、商品の引渡しを受けた日から○営業日以内に検査を行い、合否を甲に通知する。
2. 検査期間内に通知がないときは、検査に合格したものとみなす。
第5条（契約不適合責任）
1. 引き渡された商品に契約不適合があるときは、乙は甲に対し、代替品の納入又は代金の減額又は修補を請求できる。
2. 前項の請求は、引渡日から○か月以内に行う。
第6条（代金及び支払方法）
1. 商品の代金は、個別契約に定めるとおりとする。
2. 乙は、甲に対し、当月納品分の代金を翌月末日までに甲指定の銀行口座に振り込む。なお、振込手数料は乙の負担とする。
第7条（危険負担）
1. 商品の引渡し前に生じた滅失又は損傷は甲の負担とし、引渡し後に生じた滅失又は損傷は乙の負担とする。
第8条（返品）
1. 乙の都合による返品は、甲の書面による事前承諾がある場合に限り認める。
第9条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から○年間とする。
2. 期間満了の○か月前までに書面による終了の申出がないときは、同一条件で○年間更新する。
第10条（解除）
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、催告後も是正されないときは、本契約及び個別契約を解除できる。
第11条（秘密保持）
1. 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示してはならない。
第12条（反社会的勢力の排除）
1. 甲及び乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。
第13条（合意管轄）
1. 本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条（協議）
1. 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し解決する。
令和　年　月　日
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
【甲】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
【乙】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
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